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『指定介護老人福祉施設 横須賀愛光園』重要事項説明書 

（2024年 4月１日から適用） 
 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（横須賀市指定 第１４７１９００５７９号） 

 

 当施設は、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供される 

 サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果 『要介護３以上（特例入所除く）』 と 

認定された方が対象となります。 

 

 

１．施設経営法人 
 （１）法人名         社会福祉法人 聖隷福祉事業団 

 （２）法人所在地      静岡県浜松市中央区元城町 218番地 26 

 （３）電話番号及びＦＡＸ番号   ＴＥＬ／０５３－４１３－３３００  ＦＡＸ／０５３－４１３－３３１４ 

 （４）代表者氏名      理事長 青木 善治 

 （５）設立年月        昭和２７年 ５月１７日 

 （６）ホームページ     http://www.seirei.or.jp/hq/ 

 

 

２．ご利用施設 
（１）施設の種類       指定介護老人福祉施設・平成 １２年 ４月 １日指定  

横須賀市１４７１９００５７９号 

（２）施設の目的       指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（ご利用者）が、その 

有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援する 

ことを目的として、ご契約者に、日常生活を営むために必要な居室および共用施設 

等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供します。 

この施設は、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、 

かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。 

（３）施設の名称       介護老人福祉施設 横須賀愛光園 

（４）施設の所在地     神奈川県横須賀市武三丁目３９番１号 

       交通機関  ○電車・バスをご利用の場合 

                京浜急行電鉄三浦海岸駅下車。京浜急行バス「衣笠行き又は横須賀行き」にて 

                武山住宅前下車  徒歩８分 

○お車をご利用の場合 

                横須賀道路：衣笠Ｉ．Ｃから約１５分 

（５）電話番号          ＴＥＬ／０４６－８５７－６６００   ＦＡＸ／０４６－８５７－２０１０ 

（６）施設長氏名        深澤 庸一 

（７）当施設の運営方針  事業所の職員は、援護を必要とするご利用者の心身の特性を踏まえて、その有す 

る能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、基本理念「明るく楽しく安心し 

て生きる」を基に、ご利用者の意思及び人格を尊重し、日常生活上の介護及び 

機能訓練、その他必要な援助を行う。 

（８）開設年月          平成 ４年 ６月 １日 

（９）入所定員          ６５人 
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３．居室の概要 
当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則としてご契約者の心身の状況

やご希望・空き状況を勘案して決定いたします。入居居室のご希望がある場合は、その旨お申し出下さい。

（但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況により、ご希望に沿えない場合があります。予めご了承下さ

い。） 

※下記は厚労省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられている設備です。 

 【１号館】 ※短期入所生活介護、短期入所（定員１５名を含む） 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） ７室 従来型個室（７名） 

２人部屋 ２室 多床室（４名） 

３人部屋 １室 多床室（３名） 

４人部屋 １５室 多床室（６０名） 

合計 ２５室 （７４名） 

食堂 ２室 洗面所・配膳室・冷蔵庫有 

機能回復訓練室 １室  

浴室 ２室 一般浴室（個別浴槽：４槽、機械浴槽（特殊浴槽） 

医務室 １室 静養室に隣接。 

静養室 １室  

【２号館】 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） ６室 従来型個室（６名） 

※居室の変更 ： ご契約者の心身の状況により、居室変更を協議させていただく場合がございます。また、ご

契約者のご都合により居室の変更をする場合、いずれの場合も、ご契約者やご家族等との協議のうえ決定す

るものとします。 

※居室に関する特記事項 

    ○トイレ：個室（居室内設置） その他、各居室の間ごとに設置。（１号館） 

    ○集会室：１１９．７０㎡の多目的ホールを１室保有。（１号館） 

    ○ホビーコーナー：各階に４８．６㎡の多目的コーナーを保有。（２号館） 

    ○消防設備：各居室及びトイレ、その他共用スペースに、スプリンクラー設置。 

    ○空調設備：全室、冷暖房・換気設備完備。 

 

４．職員の配置状況 
当事業所では、以下の職種の職員を配置しています。（2024年 4月 1日現在） 

       〔主な職員の配置状況〕※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 人数 法令基準人数 勤務形態・内訳人数 

１． 施設長（管理者） 1名 １名 常勤（兼務） 

２．介護支援専門員 1名以上 １名以上 常勤（兼務） 

３．生活相談員 1名以上 １名以上 常勤（兼務） 

 

４．介護職員 

 

27名以上 

（常勤換算） 

 

27名以上 

（常勤換算）  

常勤、非常勤（兼務） 

※（介護予防）短期入所生活介

護、短期入所（兼務） 

５．看護職員 3名 

（常勤換算） 

３名以上 

（常勤換算） 

常勤、非常勤（兼務） 

６．嘱託医師 １名以上 １名以上 非常勤（兼務） 

７．歯科衛生士 1名以上  非常勤（兼務） 

８．機能訓練指導員 １名以上 １名以上 常勤・非常勤（兼務） 

９．管理栄養士 １名以上 １名以上 常勤（兼務） 

１０．事務員 1名以上 1名以上 常勤、非常勤（兼務） 
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５．当施設が提供するサービスと利用料金 
  ・当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

  ・当施設が提供するサービスには、 

（１）利用料金が介護保険から給付されるサービス 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただくサービス 

 

があります。 

 

（１）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第 3条参照）  

【サービスの概要】 

①居室の提供 

②食事・おやつ 

○当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を 

   考慮した食事を提供します。 

 ≪食事時間≫ 

朝食：  ７：４５～ ９：００ 

昼食： １２：００～１３：１５ 

間食： １５：００～１５：３０ 

夕食： １７：００～１８：１５ 

    ※尚、ご契約者の自立支援のため離床して食事をとっていただくことを原則としています。 

③入浴 

○当施設では、ご契約者の身体の状況等に応じ、一般浴槽での入浴と特殊浴槽での入浴ができ 

   ます。尚、ご契約者の体調がすぐれず入浴ができないときは清拭を行います。 

④排泄 

○当施設では、排泄の自立支援のため、ご契約者の身体能力を活用し個別の援助を行います。 

⑤機能訓練 

○ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復または減退を防止する 

ための訓練を実施します。 

⑥健康管理 

○嘱託医師・看護職員が、健康管理を行います。 

⑦口腔衛生管理 

  ○歯科衛生士の助言・指導に基づき、利用者ごとに応じた口腔衛生管理を計画的に行います 

⑧その他自立への支援 

○寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

○生活のリズムを考え、朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

○清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

⑨衣類等の洗濯 

○洗濯機での水洗いやまとめ洗いが可能な衣類に限ります。 

 

（２）利用料金について 

 

①介護保険の給付対象となるサービス 

※別紙『横須賀愛光園重要事項説明書別表１』に基づく料金をお支払いください。 

 

②介護保険の給付対象とならないサービス 

   ※別紙『横須賀愛光園重要事項説明書別表２』に基づく料金をお支払いください。 
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（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 5条参照） 

  前記、①、②の料金・費用は 1 ヶ月ごとに計算し、ご請求します。（1 ヶ月に満たない期間のサービス利用

料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

 金融機関口座からの 

   自動引き落とし 

〇ご利用できる金融機関：全銀行（ゆうちょ銀行含む） 

                     ：信用金庫 

                     ：信用組合 

                     ：農業協同組合（一部お取扱いできない 

                          場合がございます） 

    ※尚、引き落としの為の手続きが必要となりますのでご承知置きください。 

 

（４）入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受 

 けることができます。（協力医療機関とは、優先的な診療・入院治療を保証するものではありません） 

①協力医療機関 

医療機関の名称 社会福祉法人 日本医療伝道会 総合病院 衣笠病院 

所在地 〒238-8588 神奈川県横須賀市小矢部２―２３―１ 

②協力医療機関 

医療機関の名称 油壺エデンの園附属診療所 

所在地 〒238-0293 神奈川県三浦市三崎町諸磯１５００ 

③協力歯科医療機関 

医療機関の名称 医療法人社団愛誠会 田澤歯科医院 

所在地 〒237-0075 神奈川県横須賀市田浦町２－８３ 

              田澤歯科ビルディング１Ｆ 

 
（５）入院及び外泊時の利用料金について 

※ご契約者が、入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく １日あたりの利用料金は、下記の通 

 りです。それ以外に当該契約の居住費を日数分のご負担となります。 

 

【外泊１日目～６日目】  

外泊時費用加算  ２４６単位／日  ※６日間を限度（月をまたいだ場合最長１２日間） 

 

【上記外泊時費用加算終了後の居住費】  下表の金額に日数を乗じた額をご入所されているすべての方

にご負担いただきます。 

  （多床室）  ※１号館多床室 

自己負担金額 １号館 ９６０円 

 （個 室）  ※１号館個室、２号館個室 

自己負担金額 
１号館 １、２１０円 

２号館 １、４１０円 

※外泊時費用加算が終了して以降の外泊及び入院期間については、介護給付の対象外となるため、 

居住費の負担限度額は適用されません。 

 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 
  当施設との契約では、契約が終了する期日は定めていません。したがって、以下のような事由がない限 

 り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当 

 施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。   （契約書第 15条参照） 
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① ご契約者の心身の状況が要介護２以下（特例入所は除く）又は要支援、自立と判定された場合。 

② ご契約者から退所の申し出があった場合。（詳細は以下（１）をご参照下さい。） 

③ 地震、火災、風水害等によりご契約者に対するサービスの提供が不可能と判断された場合。 

④ 事業者が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合。 

⑤ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合。（詳細は以下（２）をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第 14条、第 15条参照） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設に退所を申し出ることができます。その場合には、 

 退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出下さい。 

  ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

② ご契約者が入院された場合。 

③ お申し出内容が事業者側の責によるものと判断される場合。 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約書第 16条参照） 

  以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所をしていただく場合があります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、事業者にこれを告

げず、その結果本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、催告にもかかわらずこれが支

払われる見込みが無いと判断した場合。 

③ ご契約者が、サービス従事者もしくは、他の利用者等の生命・心身・財産等を傷つけ、または反社

会活動等により、本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。 

④ ご契約者が連続して３ヶ月を超えて病院または診療所に入院した場合、または入院すると見込ま

れる場合。 

⑤ 契約者が他の介護保険施設に入所した場合。 

 

（３）円滑な退所のための援助（契約書第 17条参照） 

当施設を退所する場合には、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のた

めに必要な、以下の援助を速やかに行います。 

※適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介等 

※居宅介護支援事業者の紹介等 

※その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介等 

 

7.身元引受人 
身元引受人をご指定下さい。身元引受人の主な責任は以下の通りです。なお、身元引受人は、民法 

（債権法）に定める連帯保証人としての責務を負います。 

① 重要事項説明書の各条項のほか、以下の各項目に従い債務を保証 

1） 連帯保証人は、利用者と連帯して本契約から生じる利用者の債務を負担するものとする。 

2） 前項の連帯保証人の負担は、極度 120万円を限度とする。 

3） 連帯保証人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく利用料等の支払い 

状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなけ  

ればならない。  

② 入院等に関する手続き、費用負担 

③ 契約終了後のご契約者受け入れ先の確保 

④ ご契約者が死亡した場合のご遺体および残置物の引取り等 

⑤ 面談、その他ご利用者に関して必要と思われる事項 

※身元引受人が役割を果たせなくなった場合には、あらたな身元引受人を立てていただきます。 
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８．苦情の受付について（契約書第 22条参照） 
（１）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付担当者     〔 生活相談員  木村 留美子 〕 

   ○苦情解決責任者     〔 施設長     深澤 庸一 〕 

   ○苦情解決第三者委員  〔 武山地区社会福祉協議会副会長  米山 豊平〕 

                          〔 学識経験者                  背山 静子〕 

○受付時間      〔月曜日～金曜日／９：００～１６：００〕 

        電 話／０４６－８５７－６６００ ＦＡＸ ／０４６－８５７－２０１０ 

        ※上記時間外もＦＡＸ及び投書箱等において、２４時間受け付けます。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

神奈川県国民健康保険団体 

連合会 介護苦情相談課 

所在地 神奈川県横浜市西区楠町２７－１ 
電話番号 ℡０４５－３２９－３４４７  

受付時間 ８：３０～１７：１５（月～金） 

横須賀市 民生局福祉こども部  

介護保険課 

所在地 神奈川県横須賀市小川町１１ 

電話番号 ℡０４６－８２２－８２５３ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（月～金） 

 

三浦市 高齢介護課 

 

所在地 神奈川県三浦市城山町１－１ 
電話番号 ℡０４６－８８２－１１１１ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（月～金） 

 

葉山町 福祉課 

 

所在地 神奈川県三浦郡葉山町堀内２１３５ 
電話番号 ℡０４６－８７６－１１１１ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（月～金） 

 

鎌倉市 高齢者いきいき課 

       

所在地 神奈川県鎌倉市御成町１８－１０ 

電話番号 ℡０４６７－６１－３９５０ Ｆａｘ０４６７－２３－８７００ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（月～金） 

 

逗子市 介護保険課 

所在地 神奈川県逗子市逗子５－２－１６ 
電話番号 ℡０４６－８７３－１１１１ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（月～金） 
※介護保険証に記載されている、保険者で苦情受付をしております。 

 

 



 7 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

 （１）建物の構造       鉄筋コンクリート造  地上３階建 

 （２）建物の延べ床面積   ５，７２９．６０㎡ 

 （３）併設事業         横須賀市の事業者指定 

○指定介護老人福祉施設ユニット型 第１４７１９０５１７２号 

○短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護   第１４７１９００７１０号 

○通所介護／第１号通所事業  第１４７１９００７０２号 

○西第二地域包括支援センター 第１４０１９００１４５号 

○障害者短期入所 第１４１１９００１８４号 

  

 

２．職員の配置状況 

〔配置職員の職種〕 

施設長 責任者として施設を管理します。 

事務員 施設管理を行います。 

生活相談員 ご契約者の日常生活の相談・助言を行います。 

介護職員 ご契約者の日常生活のお世話を行います。 

看護職員 ご契約者の健康管理や療養上の世話を行います。 

機能訓練指導員 ご契約者の日常衣生活で必要な機能訓練を行います。 

介護支援専門員 ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

医師 ご契約者の健康管理や療養上の指導を行います。 

管理栄養士 ご契約者の健康管理を栄養面から行います。 

調理員 ご契約者の食事の調理を行います。 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

    ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する 

   「施設サービス計画（ケアプラン）」で定めます。 

   「施設サービス計画（ケアプラン）」の作成及びその変更は次の通り行います。 

≪「施設サービス計画（ケアプラン）」の作成及びその変更の流れ≫ 

↓ 

↓ 

↓ 

 

 

① 施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）に施設サービス計画の原案作成

や、そのために必要な調査等の業務を担当させます。 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対

して、同意を得たうえで決定します。 

② 施設サービス計画は、介護保険の更新時、区分変更時、もしくはご契約者及び

その家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要

がある場合には、ご契約者及び身元引受人等と協議して、施設サービス計画を

変更します。 

③ 施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者及び身元引受人等に対し

て書面を交付し、その内容を確認していただきます。 
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４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 7条、第 8条参照） 
  当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①契約者の生命、身体、財産の安全に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護師と連携の上、ご契約者から聴 

取、確認します。 

③当事業所では、介護保険等関連情報等を活用し、施設単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することに 

より、提供するサービスの質の向上に努めます。 

④当事業所では、認知症について理解の下、入所者主体の介護を行い、認知症の尊厳の保障を実現して 

いく観点から、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について認知症介護 

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じます。 

④ ご契約者が受けている要介護認定有効期限の満了日の 30日前までに、要介護認定の更新の申請の 

ために必要な援助を行います。 

⑥ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご契約者の請求に応じて

閲覧させ、複写物を交付します。 

⑦ご契約者対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、ご契約者または他の利用

者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録に記載するなどして、適正な手

続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑧事業者及びサービス事業者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者に関する

事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません（守秘義務）。但し、ご契約者に医療上の必要がある場

合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。また、ご契約者の円滑な退所のために

援助を行う際に情報提供を必要とする場合には、ご契約者の同意を得て行います。 

 

５．施設利用の留意事項 

  当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての安全性を確保する

ため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

   入所にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。 

       ○日用品・衣料品  ○教養娯楽用品  ○その他施設長が必要と認めたもの 

尚、来園時に、ご利用者が食べ終えることの出来ない量の飲食物の持ち込みはご遠慮下さい。 

   また、お持ちの際は、お手数でも必ず職員にお声かけ下さい。 

※職員に対する金品・茶菓子等のご配慮は固くお断りしております。あわせてご入居者に対する金品・茶

菓子等のご配慮につきましても食事の制限等があるご入居者もおられますのでご遠慮頂いております。

何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

（２）面会 

面会時間   ９：００～１７：００ 

   ※来園者は、1階事務所カウンターに備え付けの面会簿にご記入下さい。 

 

（３）外出・外泊（契約書 21条参照） 

   外出・外泊をされる場合は、2日前迄にお申し出下さい。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限り

ではございません。尚、外泊期間は、最長で８日間（７泊８日）とさせて頂きます。 

 

（４）食事・おやつ 

   食事・おやつが不要な場合は、前日迄にお申し出下さい。前日までにお申し出があった場合には、前記

５（１）サービス利用料金表に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書 9条参照） 

①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

②ご契約者の故意に、又は過失、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担に 

より現状に復していただくか、又は相当の代価をお支払い頂く場合があります。 
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③ご契約者に対するサービス実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、 ご 

契約者の居室に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプラ 

イバシーの保護等について、十分な配慮を行います。 

④当施設の職員や他の入所者に対し、宗教活動、政治活動、営利活動などを行うことはできません。 

 

（６）喫煙 

   敷地内は全面禁煙となります。 

 

（７）飲酒 

○原則として医師からの制限等がない方には、希望により飲酒ができます。 

○酒類をお持込の場合、各介護担当者へお預け頂きます。 

○飲酒の際は必ず各介護担当者へお声かけください。 

○飲酒は他人に迷惑をかけず、健康を害さない程度でお楽しみください。 

 

６．事故発生時の対応について 

当事業所において、サービス提供時にご契約者に重大な事故が発生した場合は、事業者は速やかに市

町村、ご契約者のご家族等に連絡を行うとともに、必要な場合には、医師又は看護師と連携の上、速やかに

医療機関へ連絡を行う等の処置を講じます。 

 

７．損害賠償について（契約書 10条、11条参照） 
当施設において、事業者の責によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害 

を賠償いたします。但し、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご 

契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場 

合があります。 

 

８．医行為について 

厚生労働省の通知(平成２２年４月１日医政発０４０１第１７号厚生労働省医政局長通知)を受け、入居者

に対する以下のケアの一部の行為を配置医、看護職員の指示の下、看護職員と介護職員が協働して実施

する方針としております。これらのケアは、特別養護老人ホームにおける他の医療的なケアと比べ、医療関係

者との連携・協働の下では相対的に危険性が低いとされており、また、施設内においても介護職員への研修

体制の整備、配置医による看護職員・介護職員への指導の実施、「医療的ケアの安全対策委員会」による

実施状況の把握や研修内容の見直しを定期的に行い、安全確保に向けて最善を尽くしております。 

 つきましては、施設の方針に賛同いただき、看護職員と介護職員が協働して実施する下記（１）（２）のケア

の実施について同意していただきますよう、宜しくお願いいたします。 

（１）14時間研修修了者 

○口腔内（咽頭までの）の痰の吸引の実施 

○胃ろうによる経管栄養の実施（栄養チューブの接続・注入開始を除く） 

  

（２）２号研修修了者 

○口腔内・鼻腔からの痰の吸引の実施 

○胃ろうによる経管栄養の実施 

 

９．看取りについて 
 事業所は、看取り介護に関する基本的理念及びそれに基づくサービス提供の方針を具体的に定
め、医師及び医療機関との連携を図り、多職種協働の体制のもと、ご家族のご意向を確認し、共に

ご利用者の終末期の支援をして参ります。尚、施設サービス計画書の作成にあたっては、厚生労

働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、

本人の意思を尊重した医療・ケアが実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な

情報の共有等に努めます。 
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10．非常災害対策について 
事業所は、非常災害に備えるため、地震等非常災害に対処するための計画を作成し、消防等についての

責任者を定め、年２回以上、避難訓練その他必要な訓練を行うと共に、非常災害が発生した際もその事業

が継続できるよう、他の事業所等と連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。 

 

11．業務継続計画 

事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供さ

れるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を定期的に実施する。 感染症や災害発生時に

は、計画に従って速やかに必要な措置を講じる。 

 

１2．緊急時等における対応方法 
事業所は、入居者の病状等に急変その他緊急事態が生じた時は、速やかに医師に連絡する等の措置を

講ずると共に、管理者に報告します。 

 

13．虐待の防止について 
  事業所は,虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を定期的に検討していきます。 

又、担当者を置き、研修等を通じて職員に周知徹底を図ることで、ご利用者の人権を擁護します。 

 

１4．第三者評価の実施状況 
     有    ・    無 

  評価年度：平成 28年度 

  評価機関：株式会社 R-CORPORATION 

  公表年月：平成 29年 7月～    http://www.knsyk.jp/3hyouka 

 

１5．見守り支援システムについて 
事業所はご契約者の事故予防、事故・異常発生時の早期発見、夜間等職員少人数時の負担軽減を主

な目的として、見守り支援機器【ライフリズムナビ＋Dr（エコナビスタ社）】を設置しております。呼び出しコール

機能に加え、各居室に設置するセンサー等により、ご契約者の呼吸・脈拍や睡眠状況・体動などを検知し、

職員が所持する端末に通知するシステムです。ご契約者のプライバシーに配慮することはもとより、他の規定

を遵守して使用いたします。 

  

 

 
（付 則） 

  この事項は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

                                                     

平成２７年 ４月 １日改訂      平成２７年１０月 １日  改訂 

          平成２８年 ４月 １日改訂      平成２８年 ８月 １日  改訂 

平成２８年１１月 １日改訂      平成２９年 ４月 １日  改訂 

平成３０年 ２月 １日改訂      平成３０年 ４月 １日  改訂 

平成３１年 ２月 １日改訂      ２０１９年 10月 １日  改訂 

          ２０２０年  ４月 １日改訂      ２０２１年  ４月 １日  改訂 

          ２０２２年  ６月１５日改訂      ２０２２年  ８月１５日  改訂 

２０２４年  ４月 １日改訂 
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サービス利用同意書 
 

 

 

当事業所を利用するにあたり、事業者から重要事項説明書の説明・交付を受け、これら

の内容に関して理解した上で同意します。 

 

    年    月    日         ＜利用者＞ 

住  所 

氏  名              印 

 

＜身元引受人＞ 

住  所 

氏  名              印 

 

【請求書・明細書及び領収書の送付先】 

氏名 続柄（      ） 

住所・電話

番号 

〒  － 

 

  ℡          
 

【緊急時の連絡先】※優先順にご記入ください 

氏名 続柄（      ） 

住所・ 

電話番号 

〒  － 

自宅℡          

携帯℡          

 

氏名 続柄（      ） 

住所・ 

 電話番号 

〒  － 

自宅℡          

携帯℡          

 

氏名 続柄（      ） 

住所・ 

 電話番号 

〒  － 

自宅℡          

携帯℡          
                                      

説明者                   印 

 


